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第三者行為損害賠償求償事務コーナー

加害者直接求償について
　交通事故等、第三者によるケガや病気により健康保険を使用して治療を受けた場合には、本来被害者へ

の損害賠償として加害者（相手方）が負担すべきものを、健康保険が立て替えていることになります。

　このため、保険者等が治療にかかった保険給付分について、損害賠償金として相手方（相手方の加入する

保険会社）に対し請求を行いますが、保険給付に要した額より損害賠償金が小額であった場合には、加害者

直接求償を行うことができる場合があります。

加害者直接求償に移行する際の判断基準について
　保険給付に要した額より損害賠償金が小額であった場合、すべての案件について直接求償に移行できる

とは限らないため、次の基準に基づき、判断します。

　①相手方の加入する損害保険会社が、自賠責保険のみの取扱いになっている。

　　（任意保険での取扱いの場合、求償額に対し全額もしくは過失相殺額の支払いを受けられるため、直接

　　請求にはなりません。）

　②自賠責保険での支払額120万円の枠内で、全ての損害賠償金の回収ができない。

　③自賠責保険での損害賠償金の回収額が、保険者等負担金額×過失割合に満たない。

加害者直接求償への移行について
　上記の判断基準を総合的に判断し、加害者直接求償に該当する場合には、本会より「第三者行為（交通事

故）に係る加害者直接請求移行について（照会）」（様式第34号）を保険者等へ送付いたします。

　送付された通知に基づき、保険者等にて直接求償に移行するかどうかを検討（加害者の支払能力の有無

等）いただき、移行する場合には、本会あて「第三者行為（交通事故）に係る加害者直接請求事務依頼書」（様

式第26号）を送付してください。なお、移行しない場合には電話連絡をお願い致します。

加害者直接求償委任後の事務処理について
　加害者直接求償に移行したあと、本会より被害者及び加害者あてに「損害賠償求償事務受任通知書」を送

付し、その後本会より弁護士に委任し、加害者あて請求いたします。

　加害者直接求償を行う場合には、自賠責保険からの求償後、少しでも早く損害賠償額
の未回収があることを相手方に知らせることでスムーズな事務処理につながりますの
で、加害者への直接請求移行の検討は、出来るだけ早めの回答をお願い致します。

事業振興課　共同事業担当　TEL：028－622－7815　FAX：028－622－7281

第三者行為に関するお問い合わせ
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外来受診における高額療養費の外来受診における高額療養費の
現物給付化が始まります現物給付化が始まります

外来受診における高額療養費の
現物給付化が始まります

　これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負

担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額を支払う必要がありました。

　平成24年4月1日からは、高額な外来受診を受けたとき、限度額適用認定証等や被保険者

証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。

高額な外来診療受診者 事前の手続き

○70歳未満の方

○70歳以上の非課税世帯等の方

70歳以上75歳未満で

非課税世帯等でない方

75歳以上で

非課税世帯等ではない方

加入する医療保険者（国民健

康保険）などに「認定証」（限度

額適用認定証）の交付を申請

必要なし

必要なし

病院・薬局などで

「認定証」を窓口に提示

「高齢受給者証」を窓口に提示

「後期高齢者医療被保険者証」を

窓口に提示

※認定証を提示しない場合、従来どおりの手続きになります。
（高額療養費の支給申請により、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、加入する国民健康保険などの医療保険者から
支給されます。

高額の外来診療を受けたとき

国民健康保険など

事前に
①認定証の申請

②認定証の交付

③認定証を提示
窓口支払いが
一定上限額に（※）

（※）窓口支払いの上限額（月当たり）は、
　　　所得に応じて異なります。

病院・薬局など

お 知 ら せ
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東武鉄道壬生駅　⇒ 雄琴神社 ⇒ 東雲公園 ⇒　車塚古墳 ⇒ 壬生寺  
⇒ 精忠神社 ⇒　城址公園 ⇒ 東武鉄道壬生駅

今回のウォーキングコース 約7.4km

壬
生
寺

壬
生
寺

壬
生
寺

雄琴神社雄琴神社雄琴神社

樹齢4～5,000年、高さ
22mに及ぶ「大いちょう」

（桜の時期にはソメイヨシノが咲き誇る）

精忠神社精忠神社精忠神社

城址公園入口城址公園入口城址公園入口 大いちょう（壬生寺）大いちょう（壬生寺）大いちょう（壬生寺）

車塚古墳車塚古墳車塚古墳
東雲公園（東雲桜堤）東雲公園（東雲桜堤）東雲公園（東雲桜堤）

桜の時期に多くの花見客が訪れる
「しののめ」を歩いて

今回は宇都宮市の南に隣接し、「おもちゃのまち」
としても知られる壬生町を訪れました。東武鉄道壬
生駅を基点とし、黒川沿いの桜堤がある「東雲公園」
から、慈覚大師円仁誕生の地である「壬生寺」を回
るコースを歩いてきました。
東武鉄道壬生駅より一路北に向かうと、壬生の総

氏神として広く信仰を集める「雄琴神社」、さらに雄琴神社の右手より黒川に架かる「しののめ桜橋」を
渡ると「東雲公園」に到着します。「明け方」を意味する「東雲

しののめ

」と名付けられた橋周辺には栃木県名勝
百選でもある約250本のソメイヨシノがあり、桜の時期には多くの花見客で訪れるそうです。
東雲公園より北に進み、国の指定史跡となっている「愛宕塚古墳」、「牛塚古墳」、「車塚古墳」より一路

西に向かうと、天台宗の第三世座主 慈覚大師円仁誕生の地である「壬生寺」に到着します。場内には大
師誕生の際に使用したといわれる「産湯の井戸」や、樹齢4～5,000年、高さ22m、周囲5.1mにも及ぶ立派
な大いちょうの木があり、黄色い葉が綺麗に広がっていました。また、訪れた日には隣接する保育園にお
いて「餅つき大会」が行われており、寒空の中、「ヨイショー」との掛け声が鳴り響いていました。
今回歩いたのは12月上旬の冬真っ只中と寒さが身にしみる日でしたが、暖かい春の季節にもう一度訪れ

てみたいと思いました。

歩歩こう、歩こう
！

歩こう、歩こう
！

歩こう、歩こう
！

あのあの道このこの道あの道この道

今回は訪れた壬生駅周辺よりさらに北にある「おもちゃのまち」駅周辺には、文字通りおもちゃ博
物館など子供も大人も楽しめる施設があります。次回はこちらも訪れてみたいと思います。おまけ
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12日　第三者行為損害賠償求償事務相談開設 田島二三夫法律事務所
13日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室

国民健康保険料（税）徴収事例研究会（10：00～） ９階大会議室
16日　審査委員会（16～19日） 審査委員会会議室
18日　広報委員会（13：30～） 901会議室

平成23年度那須支部診療報酬明細書点検調査事務研修会（10：00～）大田原市庁舎東別館
23日　介護給付費審査委員会（16：00～） ９階会議室
25日　事務部会（13：30～） ９階会議室
26日　第三者行為損害賠償求償事務相談開設 田島二三夫法律事務所
27日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室
30日　国保セミナー（13：30～） ９階会議室

７日　理事会（14：00～） ９階会議室
９日　第三者行為損害賠償求償事務相談開設 田島二三夫法律事務所
10日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室
16日　審査委員会（16～19日） 審査委員会会議室
22日　介護給付費審査委員会（16：00～） ９階会議室
23日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室

第三者行為損害賠償求償事務相談開設 田島二三夫法律事務所
24日　通常総会（10：00～） ９階会議室

８日　第三者行為損害賠償求償事務相談開設 田島二三夫法律事務所
９日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室
16日　審査委員会（16～19日） 審査委員会会議室
21日　介護給付費審査委員会（16：00～） ９階会議室
22日　第三者行為損害賠償求償事務相談開設 田島二三夫法律事務所
23日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室
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